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information
くらしの情報

　令和３年中に土地や建物をお売りになった（公共事業の買い取りを含む）方で、確定申告の準備のための相談
を希望される方は、確定申告の期間前にご相談をお受けしております。
　なお、相談は事前予約制となっておりますので、電話でお問い合わせください。

◆令和３年中に土地・建物を売却・交換など譲渡（公共事業の買い取りを含む）された方へ

　令和３年中に贈与を受け、確定申告の準備のための相談を希望される方につきましても、同様に相談をお受
けしておりますので、電話でお問い合わせください。
●相談予定日　毎月第１・第３水曜日
●相談時間　午前９時から午後４時
●予約及びお問い合わせ先　☎0279－75－9067（前橋税務署資産課税部門）

相談にはお時間がかかる場合があります。感染症予防のためにも、混雑する時期を避けてご相談ください。

◆令和３年中に贈与を受けた方へ

　確定申告には、ご自宅等でご利用いただけるスマホ申告が大変便利です。
　給与や年金の確定申告をされる方は、国税庁のホームページのスマートフォン専用画面から、案内に従って
入力・送信することで簡単に申告ができます。

★令和３年分（令和４年１月以降）からはさらに便利に！★
●スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力　
　 スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報が自動で入力されます！

●スマホ専用画面の対象範囲が拡大
　昨年までのスマホ専用画面に加え、新たにスマホ専用画面を追加
　（※令和４年１月から対応予定）
　・特定口座の年間取引報告書（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等）
　・上場株式等の譲渡損失額（前年繰越分）
　・外国税額控除

◆令和３年分確定申告は、スマホ申告で!!

税務署からのお知らせ

《お問い合わせ先》　中之条税務署　☎ 0279 － 75 － 3355（代表）
　　　　　　　　　　　  　※音声案内が流れましたら、「２」を選択してください。

◆確定申告書の作成方法は動画でチェック!!
　確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画をご案内しています。

マイナンバーカードで申告書の作成がさらに便利に！
ぜひ、この機会にマイナンバーカードの取得をお願いします。

動画で見る確定申告 検索
　確定申告会場は混雑が予想されます。感染症
予防のためにもご自宅での申告をご検討くだ
さい。
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　吾妻東部衛生センターにおける年末年始のごみ収集及び直接搬入受付については、次のようになりますのでご
注意ください。「家庭ごみの分け方、出し方」にも掲載されておりますので、併せてご確認願います。

【ごみ収集】

月／日 収集日程

～12／30（木）まで 通常収集

12／31（金）～１／３（月） 休　　み

１／４（火）～ 通常収集

＊12月31日～１月３日の間は、該当する地区の
収集を休ませていただきます。

【直接搬入】
月／日 受付時間

～12／28（火）まで ９:00～16:30（通常受付）
12／29（水） ９:00～15:00
12／30（木） ９:00～12:00
12／31（金）～１／３（月） 休み
１／４（火）～通常受付 ９:00～16:30（通常受付）
１／９（日）休日受入 ９:00～12:00（休日受入）
＊ １月２日（第１日曜日）は休日受入を行いません。１月９日（第２日曜日）に振
り替えて行います。

＊ １月の休日受入は、１月９日（第２日曜日）及び１月16日（第３日曜日）とな
ります。

年末年始のごみ収集及び直接搬入受け付けについて

《お問い合わせ先》　吾妻東部衛生センター　☎ 0279 － 75 － 2099

国

民

年

金

収集地区 12／31（金） １／３（月）
熊野/戸室/火の口/北之谷/関田/役原/判形 可燃

原/本宿/新田/五領/梅沢/茶屋ヶ松 可燃
段ボール・紙パック

＊ 12月31日（金）から１月３日（月）までは、ごみ収集が休みとなるため、下表に記した収集がありません。（空き缶及び燃えないごみ
を除き、振替収集はいたしません。）
　なお、太字の収集品目は、１月の収集がありませんのでご注意ください。
　（土、日の収集はありませんので記載は省略させていただきます。）

国
民
年
金
の
任
意
加
入
に
つ
い
て

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
人
は
、
国
籍
や
職
業
に
か

か
わ
ら
ず
、
必
ず
国
民
年
金
に
加
入

し
ま
す
。

　
ま
た
、
次
の
人
は
申
し
出
に
よ
り
、

任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
で
き
ま
す
。

① 

60
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
人
で
、
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資

格
期
間（
保
険
料
納
付
済
期
間
、

保
険
料
免
除
期
間
、
学
生
納
付
特

例
期
間
及
び
若
年
者
納
付
猶
予
期

間
を
合
計
し
て
10
年
以
上
）を
満

た
さ
な
い
人
や
、
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
人

② 

昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
の
資
格
期
間
を
満
た
さ

な
い
人（
70
歳
に
な
る
ま
で
の
間

で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た

め
の
資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
加

入
で
き
ま
す
。）

※�

①
及
び
②
に
つ
い
て
、
加
入
の
手

続
き
先
は
、
市
役
所
・
町
村
役
場

の
国
民
年
金
担
当
係
で
す
。

③ 

海
外
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
65

歳
未
満
の
日
本
人

　
日
本
国
内
に
親
族
な
ど
が
住
ん
で

い
る
場
合
は
、
そ
の
人
に
協
力
者
に
な

っ
て
も
ら
い
、
協
力
者
を
通
じ
て
、
最

後
に
在
住
し
て
い
た
市
役
所
・
町
村

役
場
の
窓
口
で
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

　
日
本
国
内
に
協
力
者
が
い
な
い
場

合
は
、
次
の
窓
口
で
本
人
が
手
続
き

を
行
い
ま
す
。

１�

、
こ
れ
か
ら
海
外
に
転
居
す
る
場

合
は
、
住
所
地
の
市
役
所
・
町
村

役
場
。

２�

、
既
に
海
外
に
居
住
し
て
い
る
場

合
は
、
日
本
国
内
の
最
後
の
住
所

地
を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
。

３�

、
本
人
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有

し
た
こ
と
が
な
い
場
合
は
、
千
代

田
年
金
事
務
所
。

　

将
来
、
よ
り
高
い
老
齢
給
付
を
受

け
る
た
め
に
、
第
１
号
被
保
険
者（
自

営
業
者
等
）や
65
歳
に
な
る
ま
で
の
任

意
加
入
被
保
険
者
は
、
ご
希
望
に
よ

り
定
額
保
険
料
に
加
え
て
月
額
４
０

０
円
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
付
加
保
険
料
を
納
め

る
場
合
に
は
、
定
額
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
付
加
保
険
料
を
納
め
る
と
、
将
来
、

老
齢
基
礎
年
金
に
加
え
て
付
加
年
金

を
受
け
ら
れ
ま
す
。
付
加
年
金
の
計

算
式
は
次
の
と
お
り
で
す
。

年
金
額
＝ 

２
０
０
円
×
付
加
保
険
料

を
納
め
た
月
数

　
な
お
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し

て
い
る
方
や
多
段
階
免
除
な
ど
の
免

除
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、
付

加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

付
加
年
金
の
加
入
を
ご
希
望
の
方

は
、
お
住
ま
い
の
市
役
所
・
町
村
役

場
又
は
年
金
事
務
所
へ
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

付
加
保
険
料
の
ご
案
内
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●
お
問
い
合
わ
せ

　

�

県
庁
地
域
創
生
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ

ー
ツ
振
興
課　

☎
０
２
７
・
２
２

６
・
２
０
８
１

吾
妻
警
察
署
か
ら
の

 

お
知
ら
せ

　
12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
『
北
朝
鮮

人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
』
で
す
。

　
国
民
的
な
課
題
で
あ
る
拉
致
問
題
を

始
め
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
対
し
て
、
関
心
と
認
識
を
深
め

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
北
朝
鮮
に
よ
る
「
拉
致
容
疑

事
案
」
及
び
「
拉
致
の
可
能
性
を
排
除

で
き
な
い
事
案
」
に
関
す
る
情
報
提
供

等
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

吾
妻
警
察
署

　
☎
０
２
７
９
・
６
８
・
０
１
１
０

国
民
年
金
基
金
の
お
知
ら
せ

　
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金
に
上

乗
せ
し
て
加
入
し
、
税
金
優
遇
を
受
け

な
が
ら
掛
金
を
積
立
て
、
老
後
に
よ
り

充
実
し
た
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
公
的
な
年
金
で
す
。

◆
そ
の
特
徴
は
◆

①�

掛
金
が
全
額
「
社
会
保
険
料
控
除
」

で
、
受
取
る
年
金
も
「
公
的
年
金
等

控
除
」
の
対
象
で
す
。

②�

受
取
る
年
金
は
、
終
身
が
基
本
で
一

生
変
動
し
ま
せ
ん
。

③�

万
一
の
時
は
ご
遺
族
に
一
時
金
が
支

払
わ
れ
ま
す
。（
遺
族
保
証
の
な
い

Ｂ
型
も
選
べ
ま
す
。）

④�

掛
金
は
、
加
入
時
の
年
齢
で
一
定
。

途
中
で
口
数
の
増
減
も
で
き
ま
す
。

◆
加
入
で
き
る
方
は
◆

①�

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者（
免

除
の
方
な
ど
を
除
き
ま
す
）

②�

国
民
年
金
の
任
意
加
入
者（
60
歳
〜

65
歳
未
満
の
方
や
海
外
在
住
の
方
）

で
す
。

● 

お
問
い
合
わ
せ　

　

 

全
国
国
民
年
金
基
金　

群
馬
支
部 

☎
０
１
２
０
・
６
５
・
４
１
９
２

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝

 

２
０
２
１
in
ぐ
ん
ま

　
日
本
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
が
集
結

し
、
熱
き
戦
い
を
繰
り
広
げ
る
ニ
ュ
ー

イ
ヤ
ー
駅
伝
２
０
２
２
in
ぐ
ん
ま
が
新

春
の
上
州
路
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
。

　
全
国
６
地
区
の
予
選
を
勝
ち
抜
い
た

37
チ
ー
ム
が
実
力
日
本
一
を
か
け
て
７

区
間
、１
０
０
キ
ロ
を
駆
け
抜
け
ま
す
。

　
前
回
同
様
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
を
予
防
す
る
観
点
か
ら
、

沿
道
で
の
観
戦
は
お
控
え
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
県
庁

及
び
各
中
継
所
で
例
年
実
施
し
て
い
る

販
売
や
無
料
配
布
等
の
イ
ベ
ン
ト
は
行

わ
ず
、
観
戦
者
は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

応
援
ポ
イ
ン
ト（
駐
車
場
）の
設
置
も
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
大
会
の
模
様
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
28
局

フ
ル
ネ
ッ
ト
で
午
前
８
時
30
分
よ
り
６

時
間
生
中
継
さ
れ
ま
す
。
群
馬
県
民
の

皆
さ
ん
、
是
非
ご
声
援
く
だ
さ
い
。

※�

大
会
当
日
は
、
交
通
規
制
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
、
開
催
が
中

止
と
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　
詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.pref.gunm

a.jp

）を
ご
確
認

い
た
だ
く
か
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

労
働
保
険
の
加
入
に
つ
い
て

　
「
労
働
保
険
」
と
は
、
業
務
又
は
通

勤
に
起
因
し
て
負
傷
等
を
被
っ
た
労
働

者
に
対
し
て
補
償
を
行
う
労
働
者
災
害

補
償
保
険（
労
災
保
険
）と
労
働
者
が
失

業
し
た
際
に
生
活
の
安
定
等
を
図
る
雇

用
保
険
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
制
度
で
、

労
働
者
の
福
祉
の
向
上
を
目
的
と
し
て

お
り
ま
す
。

　
労
働
保
険
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
強

制
保
険
で
あ
り
、
労
働
者（
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）を
一
人
で
も
雇
用

し
て
い
れ
ば
、
原
則
と
し
て
業
種
・
規

模
の
如
何
を
問
わ
ず
労
働
保
険
の
適
用

事
業
と
な
り
、
事
業
主
は
加
入
手
続
を

行
い
、
労
働
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
び
、
労
働
保
険
制
度
の
一
層

の
理
解
、
周
知
を
目
的
と
し
た
広
報
活

動
を
行
う
と
と
も
に
、
未
手
続
事
業
が

多
い
と
思
わ
れ
る
業
種
別
の
一
掃
対
策

を
強
化
す
る
等
、
全
国
に
お
い
て
集
中

的
加
入
促
進
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

● 

問
い
合
わ
せ
先

 　

 

群
馬
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収

室（
☎
０
２
７・８
９
６・４
７
３
４
）

ま
た
は
最
寄
り
の
各
労
働
基
準
監
督

署
・
各
公
共
職
業
安
定
所


